
、
注
土
曜
・
日
曜
・
休
日
は
受
付
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
保
土
ケ
谷
簡
易
裁
判
所
（
交
通
裁
判
所
）
内
県
警
交
通
指
導
課
分
室
以
外
で
は
、
出
頭
指
定
日
で
な
け
れ
ば
受
付
け
ま
せ
ん
銅

Ｉ

◎
免
許
証
記
載
の
住
所
（

氏
憩 I蝦

因一夕

）
厄
迦
鴬
行
業
務
型
旧
臓
腿
闇
凹

守

○
免
許
証
記
載
の
住
所
（

告知票・免許証保管証（番号乙235844）

交付日時

交
附

付荷の所属
級及び氏荊 臓差才iL灘"柵翁祁》7f鍵

平成星j､年j、ﾉ'/Zll午前恩ヲ時ダフ盆

吟
魂
野
斌

一一可

f42，

少

男・女

歩行料

⑤
違
反
事
項
・
罰
条

蒋
総
娠
蛎
備
垂

謬雲耐握歯哩M1涜望・ffl

反則

為

有 効期限

免
詐
年
月
Ｈ

免 許の種類
●

免 許の条件

◎注 lじた｝､ことがありまﾅので､上鋤証1時に謡､免識幌識のjkいM1合鰯粍郵で
面暇識獅に噸して下詳。．.‐－－－

免
許

弟
一
菰

第二砿免許

畷mハ鳶口蔚繍臨二餓棚,,口鮒溌剛淵酔/@以上）

雫僻趨農回繍繍回錠嘩鷲蝋‘鴨‘雛簿胸'ｿ
③償(繋蕊)汎口輔掛賊陽赤色ロ徴幽無縄
④描定場所ロ指定場所一時不停止口交差泣路通行]|f同等の進行妨普

一時不停止等43‘‘1.1,119.1哩令1の2,83.119‘I;2〕

⑤通行区分口右側通行
述反17.1V､119.1(2の2）

⑥通行禁止ロ･一方通行述反ロ通行禁止嶋所通行
違反8.1.4.1.119,1(1の2),令1の28.1,4.1.119.1(lの2),令】の2
‘ロ嫉止珊所〔口街折L:左折ロ直進〕

8．M.1‘119.1(1の2),令Iの2

．聯…｡鱒l霊澱…":淵31§綱|灘久’
③瀦職口鮒羅鍛繰（胤過泌‘ゥ
⑨ その他ロ

⑩補足捌口

口諦察藩長の交迎規制

⑪週、・失．･5'1『柚の2．

□不瀧慰によ鳥薙繍[聡鳥冒驚難繍雛繍瀦艇口購測口麓騎不峨行 隠矧

署券釜
蕊成年月Rb

昭和･平 成年 月日

側 和 溌．年ⅡF1

賑鯉 軸年凡Ⅱ
1鴬

狐
類

蝋

大

型

運

中
型

劃昌
u

jm

大
勝

天
自
二

ロi識帝ぴロリ嘩聯影獄

125．11(21

普
自
軍

“
坐
特

原
、
付

け

計

、籍査（ ）未済

火
受

中

室

nf
lを’

'二

大
特
二

ロ尭通鞭故

125．m3，

け

引

縦孝

一LこのI職証は､ィ『効期側中は、
巡転免許証とみな砦れるもので
すから運転する．ときは必ず鵬術

、してい強ければなりません。
.~.i述転；鏑零羅、i溌耗が描定ぎ
.、れた日時及び場所に出頭したと

きに、ごめ保替症と，I擬えに迩
逮しますj

口居所錨不明

126・『(1)

ロ逃亡

126.r<2）

q

生年l:i日

水：'輔

槻施俸年承月之j;､､H生(無歳）
、

雁
梁 ,全ソｲL逗愚一

住所 戯謝雛熱り測り劉諜
免許証

保護老
又＋ま

勤務 先

(2)．

違反車両

(C衛秒もの）

13）
逆反日時 平成24､-if‘月／‘日午前･畷〕’準『分ごろ
(4)
遮反賜所 臓澱降凝欠乏尋I)輝庭/へ/ﾂｰｭc澱

鱗“蕊隣7
言FmZ~Z評－7月零，7蒲1両一霊萎頁蚕燕
住P
豚 砿

野大型車

登録(叩向)番号液災cな／‘4－7/今号嬉悪砂､常業用）

6撫必

普通車
采騰三職軽軽ミ

四四ラ
ノH物翰飛揃三I

rIZZIZ灘砺F癒蒋

二輪 班

荊羅耐

軸
舞

照郷

小一

型孤

蝶脱

椛
悔

軽車両

自自溌擢

転擢く単
車 藍 閥

出頭
日時場所
(蝿蝉）

‘"〃F1
風景ユジ

jf-lW，
(亘萱
2横須午

3平塚iW
4相模；
5小田11

保特

I§▽



の
騨
哩
謡
環
群
＠

い
○

し
ま
す
か
ら
そ
の
用
意
を
し
て
き
て
く
だ
さ

終
了

注
意
当
日
罰
金
の
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
即
日
納
付
す
れ
ば
一
切
の
刑
事
手
続
が
終
了
し
ま
す
か
ら
そ
の
用
意
を
し
て
き
て
く
だ
さ
い
。
検
察
官

、
出
頭
の
お
問
い
合
わ
せ
先
は
、
保
土
ケ
谷
簡
易
裁
判
所
（
交
通
裁
判
所
）
内
県
警
交
通
指
導
課
分
室
（
○
四
五
～
三
三
一
～
六
一
九
五
）
で
す
。

当
日
罰
金
の
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
即
日
納
付
す
れ
ば
一
切
の
刑
事
手
続
が

注
意

検
察
官

団廼

即決裁判・略式手統鋭明謝：

保土ケ谷区検察庁検察官判所に送られたうえ、処分が決められ
あなたは検察官のもとに出頭したのきす。家庭裁判所が、刑那処分の必要

ち、畿妃違反那爽について起酢されるがあると謹めて検察官に送り返した堵
と簡易蚊判所の裁判を受けることにな合には起諦きれることになります。
ります

その勘合、あなたに巽誰がなければ、公冊の法廷で通淵の規定による審判を受

けるのではなしに、交通恥件即決叔判手読法により、法廷に出頭し簡易な手続で
即決裁判を受けるか、または刑班訴訟法の定めるところにより、法廷には出頭し
ないで数判官に州iii群理をしてもらう略式手統によるjjt判を受けることもできま
す。これらの簡易な手続で餓判を受けたときでも、もしその裁判に不服があれば
その栽判を受けた11から14日以内に正式裁判の耐求をすることができます。

そこで、あなたが即決猿判手続または略式手継のいずれかによって栽判を受け

ることに異議がなければ、その旨を明らかにするためあらかじめ(出頭する前に）

自分自身で下の申述杏棚に鋸名しておいて下さい｡(即決裁判手続または略式手統
によることに災読が鋸と．きば､好紅ない霊ぞI駁iiしぞ予言醜~零涙砺含･に

‐は、検察官が、あらためて出頭すべきn時を指定することがあり．ます｡ｳ･‐‐‐.

少年｣鱗
判
土
争

に
、

所
す

満の者の甑件は、警
ば検察官から家庭減

送られたうえ、処分が決められ

家庭裁判所が、刑那処分の必要

があると謹めて検察官に送り返した場

合には起癖きれることになります。

少年

申

述

併

通常の規定による審判を受けられることもよくわかりましたが、即決

縦判手続または略式手統のいずれかの手続によって審理されることに異

識がありません

平成年月日

氏名⑳

○鰭式命令

いりF

li3
Iw
r手

件騎

側
奴
判

(に）奴判をした
澱判所及び年月日

(侭賊判官氏輔

@注’以外の出頭場所には､駐車期の股備がないので、自励車のﾘ用はご遠応下さい

曽上肥賂式命令に対しては、併知を受けた日からl4p以内に当裁判所にズ

式鮫判のIWj求をすることができる。

上 腿 は勝本である

Ⅷ同側同庁裁判所排龍官ルボ

主文

罪と振るべ

きリド実

適用

法令

道路交通法述反
●

ーb

俄 告 人 を 罰 金 円 に 処 す る。

これを完納することができないときは金5,000円を1日に換算
■

した〃'1111〈端数は1日に換算する）被告人を労役場に留置す

る輔1項の金額を仮に納付ずることを命ずる。

被告人にかかる聯2)､(3)､(‘D､(訓記戦の剖喋■
■

’’五

我紀(5)舵

刑法18条

戦の罰条
＆、刑解法348条 壁I

■l も『d

保土ケ谷WW易裁判所平成年月日

伺庁iW易蚊判所判那

伺彼告人の氏塙、年齢、戦裳、住居、本

浦表記(iﾘのとおり。

田

駕篭
してjE


